
平成平成2020年から年から55年サイクルで策定・評価等年サイクルで策定・評価等

(厚生労働大臣)特定健康診査等基本指針
特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項
特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関
する基本的な事項
前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特
定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項

(保険者)特定健康診査等実施計画
特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的
な目標
前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切か
つ有効な実施のために必要な事項

参酌標準
健診実施率 ７０％
保健指導実施率 ４５％
メタボリックシンドロームの該当者・

予備群者の減少率 １０％

目標 H20 H21 H22 H23 H24

健診実施率 ７０７０

保健指導実施
率

４５４５

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞ
ﾛｰﾑの該当
者・予備群者
の減少率

１０１０

後期高齢者支援金の加算・減算
国が「特定健康診査等基本指針」で示す「特定健康診査
等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事
項」の達成状況
保険者が「特定健康診査等実施計画」で定める「特定健
康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標」
の達成状況

評価指標
健診実施率 ○％
保健指導実施率 △％
メタボリックシンドロームの該当者・

予備群者の減少率 □％

平成平成2525年から年から

※第1期はH24の値を、第2期(H25
～)以降は毎年の値を示す

※第1期は保険者
の判断で、第2期以
降は参酌標準に即
し保険者で設定

参酌標準に即し
保険者で設定

(案)



高齢者の保険料
１割

被保険者

（７５歳以上の者）

被保険者

（７５歳以上の者）
各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（０～７４歳）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（０～７４歳）

＜一括納付＞

交付全市町村が
加入する
広域連合

医療保険者

健保組合、国保など

【国】

【都道府県】

【年金から天引き】【市町村の個別徴収】

公費（約５割）

〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

後期高齢者医療支援金（仮称）（若年者の保険料）
約４割

保険料

都道府県支援

市町村支援

（注１）国保及び政管健保の後期高齢者医療支援金（仮称）には、別途各々５０％、１６.４％の公費負担がある。
（注２）現役並み所得者については、公費負担（５０％）はなされない。

＜交付＞

支払機関

後期高齢者医療制度の仕組み(平成２０年度)後期高齢者医療制度の仕組み(平成２０年度)

患者

負担

＜対象者数＞ ７５歳以上の後期高齢者 約１,３００万人

＜後期高齢者医療費＞ １１.４兆円

給付費 １０.３兆円 患者負担１.１兆円



約５４億円

１０％

１０％

後期高齢者医療制度支援金の加算・減算

尼崎市の試算（０～７４歳国保加入者数見込み数約１５万人）

＋５億４千万円

－５億４千万円

負担の差は約１１億円

加算 減算支援金基準額



医療費適正化計画のサイクル医療費適正化計画のサイクル
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